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１．確認事項

以下の各質問について、該当する選択肢の□に、チェック（　■　又は　レ　）を付して選択して下さい。必要なコメントは、右側余白に記載して下さい。

（質問１）MS認定審査員の応募条件の一つに「ISO9001 QMS及びISO14001 EMSの審査知識の保有」があります。貴方が、これらの条件を満足する状態を、次の項目の中から選択して下さい。
1. QMS関係の審査知識の保有
□ (1) ISO 9001の審査員研修コース（5日間）又はEMSから資格拡大コース（3日間）を合格修了している。

□ (2) 前(1)と同等の知識が得られるQMSの内部監査、顧客監査、規制当局の監査若しくは第三者認証審査などに関わる十分な経験又はその他同等の知識を得た業務経験がある。*1
□ (3) 応募時点で、前(1)と同等の審査知識は保有していない。
2. EMS関係の審査知識の保有

□ (1) ISO 14001の審査員研修コース（5日間）又はQMSから資格拡大コース（3日間）を合格修了している。

□ (2) 前(1)と同等の知識が得られるEMSの内部監査、顧客監査、規制当局の監査若しくは第三者認証審査などに関わる十分な経験又はその他同等の知識を得た業務経験がある。*1
□ (3) 応募時点で、前(1)と同等の審査知識は保有していない。
3. 前1.（QMS関係）及び前2.（EMS関係）のいずれか一つで“(3)”を選択した場合、該当するマネジメントシステム（QMS又はEMS）の審査員研修コース（5日間）又は資格拡大コース（3日間）の受講予定について記載してください。　*2
□ (1) 該当するMS（QMS又はEMS）の審査員研修コース（5日間）、又は資格拡大コース（3日間）の履修を申込み済みである。

□ (2) MS認定審査員候補者研修履修までに、該当するMS（QMS又はEMS）の審査員研修コース（5日間）又は資格拡大コース（3日間）を履修する。
□ (3)該当するMS（QMS又はEMS）の審査知識を、審査員研修コース履修以外の方法で実証する。*1
*1；上記の1又は2で“(2)”を、又は上記3で“(3)”を選択した場合、別添「QMS/EMS審査知識保有に係る経験確認シート」に当該経験等を記載してご提出下さい。
*2；上記の1及び2の両方で“(3)”を選択した場合は、応募できません。
（質問２）弊協会マネジメントシステム認定審査員として採用となった場合、次のいずれの業務形態を希望されますか。

□ (1) 現所属企業又は他の企業との兼業 *
□ (2) ご自身が起業した企業との兼業
□ (3) 認定審査員の活動を主体とした業務形態
*；該当企業が、本協会の認定先である場合は、兼業できません。
（質問３）質問２で(1)又は(2)を選択された場合、弊協会との契約は、次のいずれの契約形態を希望されますか。

□ (1) 法人間契約

□ (2) 個人契約
（質問４）弊協会との契約は、訓練審査員として採用された後、速やかに締結いただくこととなりますが、兼業との兼ね合いなどにより契約時期に考慮すべき点がありましたらご申告ください。

（質問5）弊協会との契約後、居住される予定の地域（都道府県名＋市区町村名　程度）についてお答えください。
２．応募に係る追加情報　

　以下はMS認定審査員候補者の応募に係る参考情報です。
ご一読の上、ご理解いただけましたら、本項末尾の　□　にチェック（　■　又は　レ）を付して下さい。

1) 弊協会との契約形態

弊協会との契約「認定審査の委託に関する基本契約」は、常勤ではありません。
審査対価は、発注した認定審査に対する検収の都度、お支払いする形態となりますので、定常的な収入とはなりません。
審査対価は、「単価×審査時間」及び「報告書作成料」等で構成されます。
このほか、日当、交通費・宿泊費が支払われます。
2) 訓練スケジュール等
「認定審査員候補者」として選考された場合の手続き、訓練スケジュールは、概ね次のとおりとなります。

a) 認定審査員候補者研修　５日間
認定審査員候補者として本研修を受講していただきます。次回「認定審査員候補者研修」の予定及び詳細は、弊協会WEBサイト「認定審査員募集要領」選考方法・手続き 3.「審査員候補者研修」をご確認ください。
b) 訓練審査員としての採用と契約

認定審査員候補者研修における筆記試験などの総合評価に合格すると、「訓練審査員」として採用となり、基本契約を締結させていただきます。

c) 認定審査へのオブザーバー参加
認証機関の事務所審査及び認証審査立会等、一連の認定審査に少なくとも１回参加し、認定審査プロセスを把握していただきます。

d) 認定審査訓練

訓練審査員として認定審査に参加し、指導主任審査員の指揮のもと、割り当てられた範囲の審査を実際に実施していただきます。（指導主任審査員が監視、評価することを除いて実際の審査との違いはありません）

認定審査訓練の回数は、ご本人のご経歴、認定審査員候補者研修の評価、認定審査訓練による評価（審査技法の修得状況等）により異なります。
e) 訓練審査のペース等

訓練審査は、原則として３～４か月に１件ペースで、１件あたりの平均的な工数は、事務所；２日間、立会；２日間程度となります。ご本人の審査技法等の修得の程度により、複数の審査の訓練を並行して行います。平均的な訓練期間は、6か月～１年半程度を要します。

f) 認定審査員としての承認、公式な任命

前d) の認定審査訓練を経て、総合的に認定審査員の承認可否を本協会の認定センター長が判断します。承認した場合は、弊協会理事長が、認定審査員として公式に任命します。
g) 訓練審査の委託料

オブサーバー参加の場合、審査委託料は発生しません。

訓練審査は、「書類審査／調査」、「事務所審査」及び「組織審査立会」のみがお支払いの対象となり、通常の審査委託料（審査員へのお支払い）単価とは異なります。このほか、日当、交通費・宿泊費が支払われます。

その他、訓練中は、打ち合わせ等が必要となりますが、この場合、委託料・日当のお支払いはありません。ただし、交通費、宿泊費は支払われます。

□
応募に係る追加情報を読み、理解しました。

↑ご一読の上、ご理解いただけましたら、チェックを記入お願いします。
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